
 

・ストーブの周りは、常に整理整頓し、燃えやすい物を近づけないこと。 

・暖房器具に給油をする際は、必ず火を消すこと。 

・寝たばこやポイ捨てはしないこと。 

・コンロなどでの調理中に、火をつけたままその場を離れないこと。 

・コンセント部分のほこりを掃除し、タコ足配線をしないこと。 

・乾燥時や強風時は、火の取扱いは行わないこと。 

・火気の周囲は、整理整頓し、燃えやすいものを置かないこと。 

・建物の外周部や敷地内に燃えやすいものを放置しないこと。 

・住宅用火災警報器を設置するとともに、定期的な点検をすること。 

ご相談やお問い合わせは、最寄りの消防署までご連絡ください。 

 令和６年 1 月 1 日に発生した能登半島地震により輪島市においても大規模な火災

が発生しました。 

今一度、火の取扱いに十分注意していただくと共に、下記の注意事項を守り、火災

予防にご協力をお願いいたします。 


